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（発送日）2025年６月２日

（電子提供措置の開始日）2025年５月27日
株　主　各　位

東京都渋谷区神宮前六丁目10番11号
原 宿 ソ フ ィ ア ビ ル ４ 階
株 式 会 社 v i s u m o
代表取締役社長 井 上 　 純

【当社ウェブサイト】
https://visumo.asia/ir

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/303A/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第６期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第６期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株式情報」「株主総会」を順に選択いただ
き、ご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ｖｉｓｕｍｏ」又は「コ
ード」に当社証券コード「303A」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選
択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年６月17日（火曜日）午
後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
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１．日 時 2025年６月18日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
２．場 所 東京都渋谷区渋谷二丁目22番３号　渋谷東口ビル

TKPガーデンシティ渋谷　４階　ホール４Ｃ
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第６期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告及び計算書類報

告の件
決 議 事 項
第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしていただ
き、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び
「パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までに
ご入力ください。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご
案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返
送ください。

敬　具
記
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４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表

示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効

なものとしてお取り扱いいたします。
(3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ

ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株

主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので
ご了承ください。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたし
ますが、当該書面は、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いておりま
す。

① 事業報告の「主要な拠点等」
② 事業報告の「使用人の状況」
③ 事業報告の「その他会社の現況に関する重要な事項」
④ 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
⑤ 計算書類の「株主資本等変動計算書」
⑥ 計算書類の「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告
を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

日　時 行使期限 行使期限

2025年６月18日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2025年６月17日（火曜日）
午後６時00分入力完了分まで

2025年６月17日（火曜日）
午後６時00分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第２号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。
・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く9：00～21：00）
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(2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで)
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当事業年度は、ＳＮＳの普及を契機に、消費者の情報収集はテキストから、商品の詳細なイ
メージを得ることのできるビジュアルに変化し、より簡潔に、多角的なコンテンツを様々な接
点で受け取りたいというニーズが高まってまいりました。そのニーズを受け、事業者は一方的
な情報発信ではなくユーザー・店舗スタッフ・アンバサダーなどによる多角的なデジタルコン
テンツを拡充することで消費者への訴求・ニーズの把握を行っております。一方で、多くの事
業者が、写真や動画等のデジタルアセットを一元管理できておらず有効活用できていない、デ
ジタル人材の不足により十分なリソースを確保できないといった課題を抱えておりました。
　当社の提供するｖｉｓｕｍｏサービスでは、ＩｎｓｔａｇｒａｍやＹｏｕＴｕｂｅ、Ｘ（旧
Ｔｗｉｔｔｅｒ）に投稿されたＵＧＣや自社で作成した動画等をオウンドメディア（ブランド
サイト、ECサイト、コーポレートサイト等）に転載することや、店舗スタッフが写真・動
画・コメントを自社サイトに投稿することができるため、ユーザーやスタッフなど様々な視点
からの情報提供が可能となります。また、政府によるデジタルトランスフォーメーション（Ｄ
Ｘ）の推進等を背景として、当社が展開するビジュアルマーケティングプラットフォームサー
ビスの利用が拡大し、企業のＩＴ投資は順調に推移いたしました。
　これらの結果、当事業年度の売上高は829百万円（前期比22.1％増）、営業利益は79百万
円（前期比328.7％増）、経常利益は67百万円（前期比241.4％増）、当期純利益は48百万
円（前期比296.5％増）となりました。
　なお、当社はビジュアルマーケティングプラットフォーム事業の単一セグメントであるた
め、セグメント別の記載を省略しております。
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② 設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は107百万円で、その主なも
のは、「ビジュアルマーケティングプラットフォーム」等の製品機能強化を図ったことに伴う
ソフトウエア投資による増加99百万円であります。

③ 資金調達の状況
　当事業年度中に、当社は、総額97百万円の新株を発行いたしました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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区 分 第 ３ 期
(2022年３月期)

第 ４ 期
(2023年３月期)

第 ５ 期
(2024年３月期)

第 ６ 期
(当事業年度)

(2025年３月期)

売 上 高 (千円) 343,242 522,169 678,869 829,121

経 常 利 益 (千円) 38,404 12,848 19,852 67,772

当 期 純 利 益 (千円) 27,471 9,573 12,333 48,907

１株当たり当期純利益 (円) 41.35 6.38 8.22 31.83

総 資 産 (千円) 433,707 465,524 512,326 695,904

純 資 産 (千円) 352,074 361,661 374,385 520,609

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 234.72 241.10 249.32 317.62

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）当社は、2024年10月16日を効力発生日として、普通株式１株につき普通株式50株の割合で
株式分割を行っております。第３期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純
資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
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会 社 名 資 本 金 当社に対する
議 決 権 比 率 当 社 と の 関 係

㈱ ソ フ ト ク リ エ イ ト
ホ ー ル デ ィ ン グ ス 854百万円 53.0％ 役員の受入（１名）、購買取引

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

② 重要な子会社の状況
該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題
　visumoはコンテンツを表示したいオウンドメディアの箇所にタグを貼り付けるだけで実装が
できるので、サービスを契約して数日で新規コンテンツを立ち上げることもできるツールです。
事業者のデジタル活用が加速するなか、既存システムとの連携や改修に多くのコストや時間をか
けずして新しい施策を実施できる要素は評価が高い傾向があります。また“誰でも簡単に”操作で
きる機能性を担保してサービス開発を継続しています。昨今の日本市場ではＩＴリテラシーが高
い人材不足が深刻化しており、採用及び教育には非常に課題感があります。
そのため、当社が更なる成長を目指すためには、製品機能の新規開発及び強化改良、販売体制
の強化及び知名度の向上が必要であり、その推進をするための人材採用や人材育成の強化が課題
となっております。
　このような状況を踏まえ、次のような課題を掲げて計画的かつ迅速に取り組んでまいります。

①製品機能の新規開発及び強化改良
当社は、ワンタグ・ノーコードにより安価で短期導入できること、カスタマーサクセスの体制
構築等により競争優位性を確保しておりますが、急激に変化する市場とテクノロジーの進歩、そ
れに応じた利用者ニーズの変化に素早く対応し、今後も継続的な成長と市場での優位性を高める
ために、製品機能の新規開発及び強化改良を更に充実させ、顧客満足度を向上させるとともに競
合他社との差別化を図ってまいります。
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②販売体制の強化及び知名度の向上
当社は、自社で顧客に直接販売する方法に加え、販売パートナーを通じてビジュアルマーケテ
ィングプラットフォームの拡販を行っております。
今後も更に市場拡大が見込まれる中で成長を果たしていくためには、販売体制の強化及び知名
度の向上による新規顧客の獲得が重要であると認識しております。
そのため、セールス部門の採用を積極的に行うことで販売体制を強化し、直販営業力の向上と
販売パートナー拡大の推進を図ります。また知名度の向上を図るための広告宣伝にも注力し、展
示会出展やセミナー開催などのマーケティング施策を強化推進してまいります。

③採用施策及び人材育成強化
採用活動を円滑に遂行するためにエージェントの開拓を継続し、採用強化しているポジション
の場合は積極的に採用条件を最適化する等の対応を行い、優良な候補者の紹介を促しています。
加えて採用メディアにおけるスカウトの強化などを図るために運用業務の一部をBPO（ビジネ
ス・プロセス・アウトソーシング）し対応しております。
人材育成においては、各部門で積極的なナレッジシェアの場を設け、知識やスキルの向上を図

る機会を増やしております。また、マネージメント層については外部研修の受講を必須としてお
ります。

事 業 区 分 事 業 内 容
ビジュアルマーケティング
プラットフォーム事業 ビジュアルマーケティングプラットフォームの開発、運営

(5) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）

(6) 主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）
該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数　6,000,000株
(2) 発行済株式の総数　1,637,000株
(3) 株主数　               1,768名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ソ フ ト ク リ エ イ ト ホ ー ル デ ィ ン グ ス 867,700株 53.0％

楽 天 証 券 株 式 会 社 74,900 4.6

野 村 證 券 株 式 会 社 28,300 1.7

モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー M U F G 証 券 株 式 会 社 23,000 1.4

株 式 会 社 S B I 証 券 22,303 1.4
N O M U R A 　 I N T E R N A T I O N A L
P L C 　 A / C 　 J A P A N 　 F L O W 20,800 1.3

G M O ク リ ッ ク 証 券 株 式 会 社 17,400 1.1

松 井 証 券 株 式 会 社 13,800 0.8

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 13,300 0.8

株 式 会 社 D M M . c o m 証 券 8,900 0.5

２. 株式の状況（2025年３月31日現在）

(4) 大株主

（注）１．当社は、2024年10月16日を効力発生日として、普通株式１株につき普通株式50株の割
合で株式分割を行っており、発行可能株式数が5,900,000株増加しております。

２．当社は、2024年10月16日を効力発生日として、普通株式１株につき普通株式50株の割
合で株式分割を行っており、発行済株式数が1,470,000株増加しております。

３．当社は、2024年12月26日に東京証券取引所グロース市場へ上場いたしました。上場に
あたり2024年12月25日を払込期日とする公募増資（ブックビルディング方式による募
集）による新株式137,000株を発行しております。
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第 1 回 新 株 予 約 権
発 行 決 議 日 2022年７月25日
新 株 予 約 権 の 数 195個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 9,750株
（新株予約権１個につき 50株）　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない
新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 11,800円
（１株当たり 236円）　

権 利 行 使 期 間 2026年６月17日から
2032年６月16日まで

行 使 の 条 件 （注）１

役員の
保有状
況

取 締 役
（ 社 外 取 締 役 を 除 く ）

新株予約権の数 185個
目的となる株式数 9,250株
保有者数 ３名　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

監 査 役
新株予約権の数 10個
目的となる株式数 500株
保有者数 １名　

３. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況

（注）１. 本新株予約権の割当てを受ける者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、
執行役員若しくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任
した場合、又は執行役員若しくは従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当
社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

２. 本新株予約権の割当てを受ける者が死亡した場合は、その相続人が本新株予約権を相続することがで
きる。かかる相続人による本新株予約権の行使の条件は、下記3の契約に定めるところによる。

３. その他の条件は、2022年６月16日開催の当社定時株主総会決議及び同年７月25日開催の取締役会
決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところに
よる。

4. 当社は、2024年10月16日を効力発生日として、普通株式１株につき普通株式50株の割合で株式分
割を行っております。上記の「新株予約権の目的となる株式の数」は、当該株式分割後の株式数で記
載しております。
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(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 井 上 純 －

常 務 取 締 役 千 林 正 太 朗 当社ソリューションディビジョンゼネラルマネージャ
ー

取 締 役 見 城 壮 彦 当社コーポレートディビジョンゼネラルマネージャー

取 締 役 林 雅 也

有限会社ティーオーシステム　代表取締役社長
株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ　代表取締役社長執行役員
株式会社ソフトクリエイトホールディングス
代表取締役副社長
全農ＥＣソリューションズ株式会社　取締役
株式会社エートゥジェイ　代表取締役会長
一般社団法人日本オムニチャネル協会　代表理事
株式会社ＲｅｖｉＣｏ　取締役

取 締 役 甲 斐 真 樹
株式会社イー・エージェンシー　代表取締役
株式会社フューチャースピリッツ　取締役
株式会社おかげ　代表取締役
株式会社はたママ　取締役

取 締 役 石 川 憲 和 ＮＩテクノロジー合同会社　代表社員

常 勤 監 査 役 團 桂 一 －

監 査 役 三 木 正 志 株式会社アルゴグラフィック　取締役監査等委員
株式会社相模原ゴルフクラブ　取締役

監 査 役 矢 澤 憲 一
青山学院大学経営学部経営学科　教授
日本公認会計士協会　調査・研究運営委員会臨時委員
国学院大学　非常勤講師

４. 会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2025年３月31日現在）

（注）１. 取締役甲斐真樹氏及び取締役石川憲和氏は、社外取締役であります。
２. 監査役三木正志氏及び監査役矢澤憲一氏は、社外監査役であります。
３. 監査役三木正志氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し

ております。
４. 2024年６月18日開催の定時株主総会において、石川憲和氏が社外取締役に新たに選任され、就任い

たしました。
５. 2025年２月７日付で取締役千林正太朗氏の地位が、常務取締役に変更となりました。
６. 当社は、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法

第423条第１項 の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠
償最低責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、
当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過
失がないときに限られます。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員
であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の損害賠償金お
よび争訟費用の損害を塡補することとしております。

－ 15 －



(4) 取締役及び監査役の報酬等
①　取締役報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、役員の報酬等の決定方法については、株主総会の決議により役員報酬の限度額を決
定し、その限度額の範囲内において、各役員の報酬額を決定いたします。

各取締役の報酬につきましては、それぞれの職務、実績、会社への貢献度及び当社業績等を
総合的に勘案して代表取締役社長井上純が報酬案を作成し、当該報酬案について取締役会での
審議を経て、取締役会決議により決定しております。

監査役の報酬は、毎月定額で支給する基本報酬のみで構成されております。各監査役の報酬
につきましては、監査役の協議により決定しております。

②　役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の個人別の報酬額等の額は、2022年６月16日の開催の定時株主総会で当社取締役の

報酬限度額は年300百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員
数は４名（うち、社外取締役は１名）です。また、決議された報酬総額の範囲内において、当
社の業績、従業員給与、同業他社等の水準その他を勘案し、役員報酬規程の役員報酬基準に基
づき2024年10月16日の開催の取締役会において、各人別の報酬を決定しております。

監査役の個人別の報酬額等の額は、2022年６月16日の開催の定時株主総会で決議された当
社監査役の報酬限度額は年50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の
監査役の員数は１名です。また、2024年10月16日監査役の協議において、各人別の報酬を
決定しております。
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区 分 報 酬 等 の 総 額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対 象 と な る

役 員 の 員 数基 本 報 酬 ス ト ッ ク ・
オ プ シ ョ ン

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

46,829千円
（1,950）

46,740千円
（1,950）

89千円
（－）

５名
（２）

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

8,404
（2,400）

8,400
（2,400） 4 ３

（２）

合 計
（う ち 社 外 役 員）

55,234
（4,350）

55,140
（4,350）

94
（－）

８
（４）

③ 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．当事業年度末日現在の取締役は６名（うち社外取締役は２名）であります。上記の取締役の員数と相
違しておりますのは、無報酬の取締役が１名存在しているためであります。

２．ストック・オプションの内容は、取締役３名、監査役１名に対するストック・オプションであり、当
事業年度における交付状況は、「新株予約権等の状況」に記載しております。

３．ストック・オプションは、当事業年度に計上したストック・オプションに係る費用総額のうち、取締
役に係る部分の費用総額を記載しております。

④ 当事業年度に支払った役員退職慰労金
　該当事項はありません。

⑤ 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。
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(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役甲斐真樹氏は、株式会社イー・エージェンシーの代表取締役、株式会社おかげの代表
取締役、株式会社フューチャースピリッツ取締役及び株式会社はたママの取締役でありま
す。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役石川憲和氏は、ＮＩテクノロジー合同会社の代表社員であります。当社と兼職先との
間には特別の関係はありません。

・監査役三木正志氏は、株式会社アルゴグラフィックの取締役監査等委員及び株式会社相模原
ゴルフクラブの取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役矢澤憲一氏は、青山学院大学経営学部経営学科の教授、日本公認会計士協会の調査・
研究運営委員会臨時委員及び国学院大学の非常勤講師であります。当社と各兼職先との間に
は特別の関係はありません。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 甲 斐 真 樹

当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席いたしました。
ECソリューションの幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立
場から当社の経営を監督しており、意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための適切な役割を果たしております。

取締役 石 川 憲 和

2024年６月18日就任以降、当事業年度に開催された取締役会12回の全
てに出席いたしました。
主に上場企業で代表取締役社長を務めた経験と幅広い見識を活かし、独
立した立場から当社の経営を監督しており、意思決定の妥当性・適正性
を確保するための適切な役割を果たしております。

監査役 三 木 正 志

当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査役会12回
の全てに出席いたしました。
公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般
にわたる助言を行い、独立した立場から当社の経営を監督しておりま
す。

監査役 矢 澤 憲 一

当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回、また、監査役会12
回のうち11回に出席いたしました。
青山学院大学における教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもと
に、独立した立場から当社の経営を監督しております。

② 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28,000千円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称 EY新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　当社は、EY新日本有限責任監査法人に対して、IPOに伴うコンフォートレター作成業務につい
ての対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を
報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

(6) 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。
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６. 会社の支配に関する基本方針
特に記載すべき事項はありません。

７. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社の利益配分につきましては、将来の事業の発展と経営基盤の強化のための内部留保に留意し

ながら、安定的かつ継続的な配当を維持することを基本方針としております。剰余金の配当等の決
定機関を取締役会とし、その他剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
しかしながら当社は、成長過程にあり、今後の事業発展及び経営基盤強化といった、内部留保の
充実を図るため設立以来配当を行っておらず、事業拡大に注力するため、誠に恐縮ではあります
が、当面の間、無配とさせていただく予定であります。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な
拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。
今後の配当実施につきましては、業績及び財務状態等を鑑み、決定する予定であります。
早期に株主の皆様に配当が可能となるよう最善をつくしていく所存であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、期末配当の年１回を基本方針としており、その他年１回の中
間配当を行うことができる旨を定款で定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、
期末配当は取締役会であります。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他　

453,359

347,308

84,866

21,227

△42

242,545

10,559

5,744

4,814

196,992

189,106

7,886

34,993

21,936

13,056　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 151,327
買 掛 金 14,152
未 払 金 59,079
未 払 費 用 27,611
預 り 金 2,194
未 払 法 人 税 等 21,992
契 約 負 債 3,691
賞 与 引 当 金 22,606

固 定 負 債 23,967
退 職 給 付 引 当 金 11,467
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 12,500

負 債 合 計 175,295
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 519,940
資 本 金 248,525
資 本 剰 余 金 148,525
資 本 準 備 金 148,525

利 益 剰 余 金 122,889
そ の 他 利 益 剰 余 金 122,889
繰 越 利 益 剰 余 金 122,889

新 株 予 約 権 669
純 資 産 合 計 520,609

資 産 合 計 695,904 負 債 純 資 産 合 計 695,904

貸　借　対　照　表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 829,121
売 上 原 価 271,280
売 上 総 利 益 557,841
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 477,853
営 業 利 益 79,987
営 業 外 収 益

受 取 利 息 138
そ の 他 2 140

営 業 外 費 用
上 場 関 連 費 用 12,348
雑 損 失 7 12,356

経 常 利 益 67,772
税 引 前 当 期 純 利 益 67,772
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 23,513
法 人 税 等 調 整 額 △4,649 18,864
当 期 純 利 益 48,907

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 克 子
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 多 奈 部 宏 子

独立監査人の監査報告書
2025年５月14日

株 式 会 社 ｖ ｉ ｓ ｕ ｍ ｏ
取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ｖｉｓｕｍｏの ２０２４年

４月１日から２０２５年３月３１日までの第６期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

会計監査報告
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上
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監　査　報　告　書
当監査役会は2024年４月１日から2025年３月31日までの第６期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結
果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監
査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社において業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会
決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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常 勤 監 査 役 團　　桂一 ㊞

社 外 監 査 役 三木　正志 ㊞

社 外 監 査 役 矢澤　憲一 ㊞

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につ
いて検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。

② 　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な
事実は認められません。

③ 　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2025年５月15日
株式会社ｖｉｓｕｍｏ　監査役会

　

以　上
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１
いの

井　
うえ

上　　
じゅん

純
(1986年３月５日)

    2008年    8 月 株式会社ネクストソリューションズ　入
社

    2012年    9 月 株式会社ソフトクリエイト 入社（現・
株式会社ソフトクリエイトホールディン
グス：2012年10月商号変更）

    2012年    10月 株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ　入社
    2019年    4 月 当社　取締役
    2023年    4 月 当社　代表取締役社長（現任）

－株

２
せん

千　
ばやし

林 　　
しょう

正
た

太
ろう

朗
(1979年10月21日)

    2002年    4 月 株 式 会 社 ソ フ ト ク リ エ イ ト 　 入 社　
(現・株式会社ソフトクリエイトホール
ディングス：2012年10月商号変更）

    2012年    10月 株式会社エイトレッド　入社　営業本部
長

    2018年    1 月 株式会社セールスフォース・ドットコム　
入社 (現・株式会社セールスフォース・
ジャパン：2022年2月商号変更）

    2019年    7 月 株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ 入社
    2020年    12月 当社 入社
    2023年    4 月 当社　取締役　ソリューションディビジ

ョン　ゼネラルマネージャー
2025年２月 当社　常務取締役　ソリューションディ

ビジョン　ゼネラルマネージャー（現
在）

－株

株主総会参考書類

第１号議案 取締役６名選任の件
　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名
の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

３
けん

見
 

　
じょう

城
 

　
 

　
たけ

壮
 

　
ひこ

彦
(1975年６月５日)

    1999年    4 月 株式会社ソフトクリエイト　開発部　入
社（現・株式会社ソフトクリエイトホー
ルディングス：2012年10月商号変更）

    2013年    12月 株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ　開発部　部長
    2018年    4 月 株式会社ソフトクリエイトホールディン

グス　経営戦略部　執行役員
    2022年    4 月 当社 入社、コーポレートディビジョン　

執行役員
    2023年    4 月 当社　取締役　コーポレートディビジョ

ン　ゼネラルマネージャー（現任）

－株

４
はやし

林
 

　
 

　
まさ

雅
 

　
や

也
(1977年10月25日)

    2000年    4 月 株式会社ソフトクリエイト入社（現・株
式会社ソフトクリエイトホールディング
ス：2012年10月商号変更）

    2004年    9 月 有限会社ティーオーシステム代表取締役
社長（現任）

    2012年    10月 株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ代表取締役社長
執行役員（現任）

    2017年    6 月 株式会社ソフトクリエイトホールディン
グス代表取締役副社長（現任）

    2018年    6 月 全農ＥＣソリューションズ株式会社取締
役（現任）

    2019年    4 月 当社代表取締役
    2019年    5 月 株式会社エートゥジェイ代表取締役会長

（現任）
    2020年    3 月 一般社団法人日本オムニチャネル協会代

表理事（現任）
    2022年    10月 株式会社ＲｅｖｉＣｏ取締役（現任）
    2023年    4 月 当社取締役（現任）

－株
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

５
か

甲
 

　
い

斐
 

　
 

　
まさ

真
 

　
き

樹
(1970年11月10日)

    1996年    5 月 有限会社ジャパンサーチエンジン（現・
株式会社ドラゴンフィールド） 設立 代
表取締役

    1999年    1 月 株式会社イー・エージェンシー 設立 代
表取締役（現任）

    1999年    11月 イー三六五株式会社 設立 代表取締役
    1999年    12月 有限会社ショプラス（現・株式会社おか

げ） 設立 取締役
    2000年    1 月 株式会社フューチャースピリッツ 設立 

取締役（現任）
    2000年    9 月 有限会社ショプラス（現・株式会社おか

げ） 代表取締役
    2007年    5 月 株式会社ドラゴンフィールド 取締役
    2007年    5 月 イー三六五株式会社 取締役
    2009年    3 月 株式会社コンフォート・マーケティング

（現・株式会社おかげ） 取締役
    2010年    4 月 株式会社イー・エージェンシーが株式会

社ドラゴンフィールド、イー三六五株式
会社を吸収合併

    2013年    5 月 株式会社コンフォート・マーケティング
（現・株式会社おかげ） 代表取締役
（現任）

    2015年    8 月 株式会社シンプルメーカー（現・株式会
社はたママ） 取締役（現任）

    2019年    4 月 当社 社外取締役（現任）

－
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

６
いし

石
 

　
かわ

川
 

　
 

　
のり

憲
 

　
かず

和
(1947年１月４日)

    1969年    4 月 富士フイルム株式会社　入社
    1989年    11月 ソフトバンク株式会社　入社
    1990年    2 月 ソフトバンク株式会社　取締役
    1993年    4 月 ソフトバンク株式会社　常務取締役
    1998年    9 月 ソフトバンク・テクノロジー株式会社　代

表取締役社長
    2013年    6 月 ソフトバンク・テクノロジー株式会社　特

別顧問
    2014年    1 月 ＮＩテクノロジー合同会社　代表社員（現

任）
    2024年    6 月 当社 社外取締役（現任）

－
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（注）１. 各候補者は、再任の取締役候補者であります。
２. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３. 甲斐　真樹氏及び石川　憲和氏は、社外取締役候補者であります。
４. 社外取締役候補者の選任理由及び期待する役割について

（1）甲斐　真樹氏を社外取締役候補者とした理由は、ECソリューションの幅広い見識と高度な専門
知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督しており、引き続き意思決定の妥当性・適
正性を確保するための適切な助言等が期待されるためです。現在、当社の社外取締役でありま
すが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年２ヵ月となります。

（2）石川　憲和氏を社外取締役候補者とした理由は、主に上場企業で代表取締役社長を務めた経験
と幅広い見識を活かし、独立した立場から当社の経営を監督しており、引き続き意思決定の妥
当性・適正性を確保するための適切な助言等が期待されるためです。現在、当社の社外取締役
でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

５. 林　雅也氏は、当社の親会社である株式会社ソフトクリエイトホールディングスの代表取締役副社長
であります。なお、同氏の当該会社における現在及び過去10年間の地位及び担当は、上記「略歴、
当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」欄に記載のとおりとなります。また、同社は当社
の特定関係事業者に該当いたします。

６. 当社は、会社法第427条第１項に基づき、甲斐　真樹氏及び石川　憲和氏との間において、会社法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償最低責
任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締
役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。な
お、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

７. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おります。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、被
保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の損害賠償金および争訟費用の
損害を塡補することとしております。各取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契
約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しておりま
す。

８. 当社は、甲斐　真樹氏及び石川　憲和氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
ります。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
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第２号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により当社の取締役（社
外取締役を除く。）及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募
集事項の決定を取締役会に委任することについてご承認をお願いするものであります。
また、当社取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権
付与は、会社法第361条の規定に基づく取締役の報酬等に該当いたしますので、併せてご承認
をお願いするものであります。
なお、現在の取締役の員数は社外取締役２名を除いた４名であり、第１号議案を原案通りご承
認いただきますと社外取締役２名を除いた４名となり、付与を予定する取締役は３名となりま
す。

１．ストック・オプション制度を導入する目的、及び有利な条件による発行を必要とする理由
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、また、当社の業績向上に対する
意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役（社外取締役を除く）、及び従業員に対
し、新株予約権を無償で発行するものであります。

２．本総会において決定する事項に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の上限
及び金銭の払込みの要否

(１) その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
下記３．に定める新株予約権165個（うち取締役分58個）を上限とする。

(２) その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、金銭の払込みを要
しないこととする。

３．本総会において決定する事項に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容
(１) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数
（以下「付与株式数」という。）は、100株とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割
（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合
を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる１株未満の端数につ
いては、これを切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付その他の株式数の調整を必要
とする場合には、これらの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することがで
きる。
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(２) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際し
て払込みをすべき１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた価
額とする。
行使価額は、各新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）の属する月の前月の各
日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値の平
均値に 1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日前日
の終値（割当日前日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値。）を下回る場合は、割当
日前日の終値とする。

(３) 行使価額の調整
割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、上記の行使価額は、
株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる
１円未満の端数は切り上げる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
調整後行使価額＝調整前行使価額×────────────
　　　　　　　　　　　　　　　　株式分割・株式併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行
う場合、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満
の端数は切り上げる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行株式数×１株当たり払込金額
　　　　　　　　　　既発行株式数＋─────────────────
　調整後　　調整前　　　　　　　　　　　　　新規発行前の時価
行使価額＝行使価額×────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普
通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発
行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付その他の上記の行使価額の
調整を必要とする場合には、これらの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整す
ることができる。
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(４) 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権発行の取締役会決議後４年を経過した日から当該決議後10年を経過する日まで
とする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とす
る。

(５) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(６) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位

にあることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員
が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると
認めた場合はこの限りでない。

② 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が本新株予約権を相続することができる。かかる
相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。

③ その他権利行使の条件は、本総会決議及び募集新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社
と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(７) 新株予約権の取得の条件
① 当社は、本新株予約権者が上記(６)による本新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合

は、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又

は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当
社株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で取得することができる。

(８) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
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(９) 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する
旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交
付するものとする。

① 合併（当社が消滅する場合に限る。）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式
会社

③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社

⑥ 株式交付
株式交付をする株式会社

(10) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるもの
とする。

(11) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、今後開催される募集新株予約権発行の取締役会
で、その他の募集事項と併せて定めるものとする。

４．取締役に対する報酬に関する事項
(１) 報酬としての相当性等

現在の取締役は６名（うち社外取締役２名）であり、当社取締役の報酬額につきましては、
2022年6月16日開催の当社第３期定時株主総会において、年額300百万円以内（うち非金銭報
酬30百万円以内）とする旨ご承認をいただいており、当該上限額の範囲内で、当社取締役（社
外取締役を除く。以下同じ。）に対する報酬等として付与するものです。
かかる付与は、役務の対価としてストック・オプション目的で付与するものであり、取締役の
業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株主価値の向上を図ることを目的とするもの
であることから、報酬内容として相当なものと考えております。
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(２) 報酬等の具体的な算定方法
各取締役に対する個別の報酬額（付与数）については、役位、職責、在任年数並びに他社水
準、当社の業績及び従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して当社取締役会にお
いて決定します。

(３) 新株予約権の公正価額の算定基準
当社取締役（社外取締役を除く。）に対する報酬等の具体的な算定方法は、新株予約権１個当
たりの公正価額に、新株予約権の割当日に在任する当社取締役（社外取締役を除く。）に割り
当てる新株予約権の総数を乗じて得られる価額とする。
この場合における新株予約権の金額は、新株予約権の割当日の株価及び新株予約権の内容その
他の諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデル等の株式オプション価格算定モデルを用い
て算定した公正価額に基づくものとします。

以上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会　場：東京都渋谷区渋谷二丁目22番３号　渋谷東口ビル
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［交通のご案内］
JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン 渋谷駅東口から 徒歩５分
東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線 渋谷駅B5出口から 徒歩５分


